
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和８年６月２４日 

茅ヶ崎市教育委員会教育長 青 柳 和 富  

茅ヶ崎市教育委員会規則第４号 

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則（昭和３５年茅ヶ崎市教育委員会

規則第６号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第２９条」を「第２８条」に、「第３０条～第３５条」を「第２９条～第３４

条」に、「第３６条・第３７条」を「第３５条・第３６条」に改める。 

第２５条中「第３６条」を「第３５条」に改める。 

第２９条を削り、第６章中第３０条を第２９条とし、第３１条から第３５条までを１条

ずつ繰り上げる。 

第７章中第３６条を第３５条とし、第３７条を第３６条とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


